
○
経
済
産
業
省
令
第
二
十
一
号

電
気
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
四
十
七
号
）
附
則
第
二
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
し
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
法
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
ガ
ス
事
業
法
（

昭
和
二
十
九
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
二
十
六
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
及
び
電
気
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
等
の
法
律
附
則
第
二
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
し
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同

法
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
ガ
ス
事
業
法
を
実
施
す
る
た
め
、
み
な
し
ガ
ス
小
売
事
業
者
部
門
別
収
支
計
算
規
則
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
八
日

経
済
産
業
大
臣

世
耕

弘
成

み
な
し
ガ
ス
小
売
事
業
者
部
門
別
収
支
計
算
規
則

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条
）

第
二
章

旧
一
般
ガ
ス
み
な
し
ガ
ス
小
売
事
業
者
に
係
る
部
門
別
収
支
の
整
理
等
（
第
二
条
―
第
五
条
）

第
三
章

旧
簡
易
ガ
ス
み
な
し
ガ
ス
小
売
事
業
者
に
係
る
部
門
別
収
支
の
整
理
等
（
第
六
条
―
第
八
条
）



附
則

第
一
章

総
則

（
定
義
）

第
一
条

こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
電
気
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第

四
十
七
号
。
以
下｢

改
正
法｣

と
い
う
。
）
、
ガ
ス
事
業
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
五
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

、
ガ
ス
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
九
十
七
号
）
、
ガ
ス
事
業
会
計
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
通
商

産
業
省
令
第
十
五
号
）
、
旧
一
般
ガ
ス
み
な
し
ガ
ス
小
売
事
業
者
指
定
旧
供
給
区
域
等
小
売
供
給
約
款
料
金
算
定
規
則
（
平

成
二
十
九
年
経
済
産
業
省
令
第

号
）
及
び
旧
簡
易
ガ
ス
み
な
し
ガ
ス
小
売
事
業
者
指
定
旧
供
給
地
点
小
売
供
給
約
款

料
金
算
定
規
則
（
平
成
二
十
九
年
経
済
産
業
省
令
第

号
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

第
二
章

旧
一
般
ガ
ス
み
な
し
ガ
ス
小
売
事
業
者
に
係
る
部
門
別
収
支
の
整
理
等

（
旧
一
般
ガ
ス
み
な
し
ガ
ス
小
売
事
業
者
に
係
る
部
門
別
収
支
の
整
理
）

第
二
条

改
正
法
附
則
第
二
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
し
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る

同
法
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
法
（
以
下
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
業
務



ご
と
に
区
分
し
て
会
計
を
整
理
し
よ
う
と
す
る
旧
一
般
ガ
ス
み
な
し
ガ
ス
小
売
事
業
者
（
第
四
条
に
規
定
す
る
提
出
期
限
に

お
い
て
指
定
旧
供
給
区
域
等
小
売
供
給
及
び
指
定
旧
供
給
区
域
等
小
売
供
給
以
外
の
小
売
供
給
の
い
ず
れ
も
行
う
者
に
限
る

。
以
下
単
に
「
旧
一
般
ガ
ス
み
な
し
ガ
ス
小
売
事
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
旧
一
般
ガ
ス
み
な
し
ガ
ス
小
売
事
業
者
が

行
う
ガ
ス
事
業
に
係
る
収
益
及
び
費
用
に
つ
い
て
、
別
表
第
一
に
掲
げ
る
方
法
に
基
づ
き
、
様
式
第
一
に
整
理
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
旧
一
般
ガ
ス
み
な
し
ガ
ス
小
売
事
業
者
の
実
情
に
応
じ
た
方
法
に
よ
り
、
業
務
ご
と
に
区
分
し

て
会
計
を
整
理
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
旧
一
般
ガ
ス
み
な
し
ガ
ス
小
売
事
業
者
が
当
該
方
法
を
、
あ
ら

か
じ
め
様
式
第
二
に
よ
り
、
経
済
産
業
大
臣
（
電
気
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に

関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
八
年
政
令
第
四
十
九
号
。
以
下
「
経
過
措
置
政
令
」
と
い
う
。
）
第
五
条
に
規
定
す
る
旧
一
般
ガ

ス
み
な
し
ガ
ス
小
売
事
業
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
指
定
旧
供
給
区
域
等
を
管
轄
す
る
経
済
産
業
局
長
。
こ
の
項
及
び
第
五
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
届
け
出
た
と
き
は
、
当
該
方
法
に
よ
り
様
式
第
一
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
経
済
産
業
大
臣
は
、
当
該
方
法
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
監
査
証
明
書
）



第
三
条

旧
一
般
ガ
ス
み
な
し
ガ
ス
小
売
事
業
者
は
、
様
式
第
一
が
別
表
第
一
に
掲
げ
る
方
法
に
基
づ
い
て
適
正
に
作
成
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の
公
認
会
計
士
（
公
認
会
計
士
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
号
）
第
十
六
条
の
二
第
五
項
に
規

定
す
る
外
国
公
認
会
計
士
を
含
む
。
）
又
は
監
査
法
人
に
よ
る
証
明
書
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
旧
一
般
ガ
ス
み
な
し
ガ
ス
小
売
事
業
者
に
係
る
部
門
別
収
支
計
算
書
等
の
提
出
等
）

第
四
条

旧
一
般
ガ
ス
み
な
し
ガ
ス
小
売
事
業
者
は
、
毎
事
業
年
度
経
過
後
四
月
以
内
に
旧
法
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
提
出
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

旧
一
般
ガ
ス
み
な
し
ガ
ス
小
売
事
業
者
が
、
旧
法
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
べ
き
書
類
は
、
様
式

第
一
及
び
前
条
の
証
明
書
と
す
る
。

（
一
般
需
要
部
門
の
当
期
純
損
失
金
額
の
公
表
）

第
五
条

経
済
産
業
大
臣
は
、
旧
法
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
前
条
第
二
項
の
書
類
に
お
い
て
、

一
般
需
要
部
門
に
当
期
純
損
失
が
生
じ
た
と
き
は
、
当
該
旧
一
般
ガ
ス
み
な
し
ガ
ス
小
売
事
業
者
名
及
び
一
般
需
要
部
門
の

当
該
純
損
失
金
額
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
章

旧
簡
易
ガ
ス
み
な
し
ガ
ス
小
売
事
業
者
に
係
る
部
門
別
収
支
の
整
理
等



（
旧
簡
易
ガ
ス
み
な
し
ガ
ス
小
売
事
業
者
に
係
る
部
門
別
収
支
の
整
理
）

第
六
条

旧
簡
易
ガ
ス
み
な
し
ガ
ス
小
売
事
業
者
（
第
七
条
に
規
定
す
る
提
出
期
限
に
お
い
て
そ
の
供
給
地
点
群
に
お
い
て
指

定
旧
供
給
地
点
小
売
供
給
及
び
指
定
旧
供
給
地
点
小
売
供
給
以
外
の
小
売
供
給
の
い
ず
れ
も
行
う
者
に
限
る
。
）
は
、
当
該

旧
簡
易
ガ
ス
み
な
し
ガ
ス
小
売
事
業
者
が
指
定
旧
供
給
地
点
小
売
供
給
及
び
指
定
旧
供
給
地
点
小
売
供
給
以
外
の
小
売
供
給

の
い
ず
れ
も
行
う
供
給
地
点
群
ご
と
に
、
当
該
供
給
地
点
群
に
係
る
収
益
及
び
費
用
に
つ
い
て
、
別
表
第
二
に
掲
げ
る
方
法

に
基
づ
き
、
様
式
第
三
に
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

第
二
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
旧
簡
易
ガ
ス
み
な
し
ガ
ス
小
売
事
業
者
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項

中
「
経
済
産
業
大
臣
（
電
気
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二

十
八
年
政
令
第
四
十
九
号
。
以
下
「
経
過
措
置
政
令
」
と
い
う
。
）
第
五
条
に
規
定
す
る
旧
一
般
ガ
ス
み
な
し
ガ
ス
小
売
事

業
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
指
定
旧
供
給
区
域
等
を
管
轄
す
る
経
済
産
業
局
長
。
こ
の
項
及
び
第
五
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」

と
あ
る
の
は
「
そ
の
供
給
地
点
群
を
管
轄
す
る
経
済
産
業
局
長
」
と
、
「
経
済
産
業
大
臣
は
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
経
済
産

業
局
長
は
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
旧
簡
易
ガ
ス
み
な
し
ガ
ス
小
売
事
業
者
に
係
る
部
門
別
収
支
計
算
書
の
提
出
）



第
七
条

前
条
の
旧
簡
易
ガ
ス
み
な
し
ガ
ス
小
売
事
業
者
は
、
供
給
地
点
群
ご
と
に
様
式
第
三
を
、
毎
事
業
年
度
経
過
後
四
月

以
内
に
そ
の
供
給
地
点
群
を
管
轄
す
る
経
済
産
業
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
一
般
需
要
部
門
の
当
期
純
損
失
金
額
の
公
表
）

第
八
条

前
条
の
経
済
産
業
局
長
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
様
式
第
三
に
お
い
て
、
一
般
需
要
部
門
に
当
期
純
損

失
が
生
じ
た
と
き
は
、
当
該
旧
簡
易
ガ
ス
み
な
し
ガ
ス
小
売
事
業
者
名
及
び
一
般
需
要
部
門
の
当
該
純
損
失
金
額
を
公
表
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



 

別表第１（第２条関係） 

ガス事業に係る部門別収支配賦方法 

１ ガス事業に係る収益及び費用のうち、大口供給部門、小口供給部門又はその他部門の収益及び費用

として特定できるものは、それぞれの部門に直接配賦すること。 

２ ガス事業に係る収益及び費用のうち、大口供給部門、小口供給部門又はその他部門の収益及び費用

として特定できないものは、次の方法によって配賦を行うこと。 

（１） 事業税を除く営業費、営業雑収益、営業雑費用、附帯事業収益、附帯事業費用、営業外費用、

受取利息及び受取配当金その他の資金運用に係る収益以外の営業外収益並びに関係事業者間取引

収益については、①から⑦までの方法によって（２）に掲げる収益及び費用の各項目に配賦するこ

と。 

① 事業税を除く営業費、営業雑収益、営業雑費用、附帯事業収益、附帯事業費用、営業外費用及

び資金運用に係る収益以外の営業外収益のうち、（２）に掲げる収益及び費用の各項目に特定で

きるものは、それぞれの項目に直接配賦すること。 

② 事業税を除く営業費のうち、（２）に掲げる収益及び費用の各項目に特定できないものであっ

て、以下に掲げるものは、次の基準によって配賦すること。 

製造費 

労務費 人員比 

修繕費 固定資産金額比 

電力料 電力使用量比 

水道料 水道使用量比 

使用ガス費 ガス使用量比 

消耗品費 人員比 

租税課金 固定資産金額比 

固定資産除却費 固定資産金額比 

その他製造費 人員比 

減価償却費 固定資産金額比 

供給販売費 

労務費 人員比 

修繕費 固定資産金額比 

消耗品費 人員比 

賃借料 

導管関連 導管延長比 

その他 人員比 

租税課金（事業税を除く） 



 

固定資産税 固定資産金額比 

道路占用料 導管延長比 

その他 人員比 

固定資産除却費 固定資産金額比 

その他供給販売費 人員比 

減価償却費 固定資産金額比 

③ 事業税を除く営業費のうち、一般管理費については、業務内容に応じて区分し、（２）に掲げ

る収益及び費用の各項目のいずれかに特定できるものは当該各項目に直接配賦し、それ以外のも

ので客観的かつ合理的な基準を設定できるものは当該基準により各項目に配賦し、客観的かつ合

理的な基準を設定できないものは各項目の金額比によって各項目に配賦すること。 

④ ③の規定にかかわらず、当該事業年度の前事業年度末におけるガスメーター取付数が１万個未

満の旧一般ガスみなしガス小売事業者で、供給販売費と一般管理費を区分して整理している者は、

①及び②の配賦をした後の（２）に掲げる収益及び費用の各項目の金額比によって配賦し、供給

販売費と一般管理費を併せて整理している者は、②の供給販売費の基準によって供給販売費及び

一般管理費を配賦すること。 

⑤ 営業雑収益、営業雑費用、附帯事業収益、附帯事業費用、営業外費用及び資金運用に係る収益

以外の営業外収益のうち、（２）に掲げる収益及び費用の各項目に特定できないものであって、

以下に掲げるものは、次の基準によって配賦すること。 

導管関連営業外費用 導管延長比 

導管関連営業外収益 導管延長比 

資金調達に係る営業外費用 固定資産金額比 

⑥ 営業雑収益、営業雑費用、附帯事業収益、附帯事業費用、営業外費用及び資金運用に係る収益

以外の営業外収益のうち、⑤に掲げる項目以外の項目については、（２）に掲げる収益及び費用

の各項目の金額比によって配賦すること。 

⑦ 関係事業者間取引収益については、内容に応じて、次の基準によって控除すること。 

需給調整費に係るもの ＬＮＧ受入費用、ＬＮＧ貯蔵費用、ＬＮＧ圧送・気化・熱調費用及

びその他工場費用の合計額に占める各費用金額比により、これらの各項目より控除 

バイオガス調達費に係るもの 従量費用より控除 

需要調査費に係るもの 需要家共通費用より控除 

需要開拓費に係るもの 内容に応じて、大口供給部門特定費用又は小口供給部門特定費用よ

り控除 

（２） （１）①から⑦までの配賦をした収益及び費用、事業税（利益に関連する金額を課税標準と

するものを除く。）、需給調整費、バイオガス調達費、需要調査・開拓費、事業者間精算費、事業

者間精算収益、資金運用に係る営業外収益、特別損益、法人税等並びに法人税等調整額については、



 

次の基準によって大口供給部門、小口供給部門及びその他部門に配賦すること。 

従量費用 年間ガス販売量比 

製造需要費 

ＬＮＧ受入 年間ガス販売量比 

ＬＮＧ貯蔵 ピーク期ガス販売量比 

ＬＮＧ圧送・気化・熱調 ピーク最大流量比 

その他工場 ピーク月ガス販売量比 

ホルダー費用 ピーク月ガス販売量比 

供給需要費 

高圧 ピーク最大流量比 

中圧 １時間当たりの最大流量比とピーク最大流量比が１対１の複合基準 

中圧Ａ導管と中圧Ｂ導管に区分するときは 

中圧Ａ ピーク最大流量比 

中圧Ｂ １時間当たりの最大流量比 

低圧 １時間当たりの最大流量比 

需要家費用 

供給管・メーター １時間当たりの最大流量比 

検針（検針票投函に係る費用を除く。） 延検針件数比 

検針（検針票投函に係る費用に限る。） 延検針件数比 

集金 延調定件数比 

業務用関連費用 対象需要家延調定件数比 

需要家共通（内管保安に係る費用に限る。） 延調定件数比 

需要家共通（内管保安に係る費用を除く。） 延調定件数比 

大口供給部門特定費用 大口供給部門に直接配賦 

小口供給部門特定費用 小口供給部門に直接配賦 

その他部門特定費用 その他部門に直接配賦 

事業税 課税標準となる収入金額比 

需給調整費、バイオガス調達費、需要調査・開拓費、事業者間精算費、事業者間精算収益 こ

れらの費用を除く託送供給関連費用を大口供給部門、小口供給部門及びその他部門に配賦し

て得られた金額比 

資金運用に係る営業外収益 売上高比 

特別損益 発生の主たる要因 

法人税等 利益比 

法人税等調整額 利益比 



 

３ ガス事業に係る収益のうち、１及び２により小口供給部門の収益として配賦されたもののうち、非

規制需要部門又は指定旧供給区域等需要部門の収益として特定できるものは、それぞれの部門に直接

配賦すること。 

４ ガス事業に係る収益及び費用のうち、１及び２により小口供給部門の収益及び費用として配賦され

たもののうち、３により直接配賦したものを除く収益及び費用は、次の基準によって非規制需要部門

又は指定旧供給区域等需要部門に配賦を行い、１及び２により大口供給部門に配賦されたもの並びに

３及びこの４により非規制需要部門に配賦されたものを一般需要部門として整理すること。 

従量費用 年間ガス販売量比 

製造需要費 

ＬＮＧ受入 年間ガス販売量比 

ＬＮＧ貯蔵 ピーク期ガス販売量比 

ＬＮＧ圧送・気化・熱調 １時間当たりの最大流量比 

その他工場 ピーク月ガス販売量比 

ホルダー費用 ピーク月ガス販売量比 

供給需要費 

高圧 １時間当たりの最大流量比 

中圧 １時間当たりの最大流量比 

低圧 １時間当たりの最大流量比 

需要家費用 

供給管・メーター １時間当たりの最大流量比 

検針（検針票投函に係る費用を除く。） 延検針件数比 

検針（検針票投函に係る費用に限る。） 延検針件数比 

集金 延調定件数比 

業務用関連費用 対象需要家延調定件数比 

需要家共通（内管保安に係る費用に限る。） 延調定件数比 

需要家共通（内管保安に係る費用を除く。） 延調定件数比 

小口供給部門特定費用 延調定件数比 

事業税 課税標準となる収入金額比 

需給調整費、バイオガス調達費、需要調査・開拓費、事業者間精算費、事業者間精算収益 こ

れらの費用を除く託送供給関連費用を非規制需要部門又は指定旧供給区域等需要部門に配

賦して得られた金額比 

資金運用に係る営業外収益 売上高比 

特別損益 発生の主たる要因 

法人税等 利益比 



 

法人税等調整額 利益比 

別表第２（第６条関係） 

旧簡易ガス事業に係る部門別収支配賦方法 

１ 旧簡易ガス事業に係る収益及び費用のうち、一般需要部門、指定旧供給地点需要部門又はその他部

門の収益及び費用として特定できるものは、それぞれの部門に直接配賦すること。 

２ 旧簡易ガス事業に係る収益及び費用のうち、一般需要部門、指定旧供給地点需要部門又はその他部

門の収益及び費用として特定できないものであって、以下に掲げるものについては、次の基準によっ

て配賦すること。 

原料費 年間ガス販売量比 

加熱燃料費 年間ガス販売量比 

労務費 延調定地点数比 

修繕費 年間ガス販売量比 

委託作業費 延調定地点数比 

租税課金 年間ガス販売量比 

雑費 延調定地点数比 

減価償却費 

導管に係るもの 延メーター通過量比 

それ以外のもの ピーク月販売量比 

注 ガス事業会計規則附則別表第１注１の規定により２以上の供給地点群に係る収益及び費用を一

括して整理した場合は、１及び２の方法によらないことができる。この場合においては、一括して

整理した旨を記載すること。 

 



様式第１（第２条関係）

旧一般ガスみなしガス小売事業者に係る部門別収支計算書

事業者名

年 月 日から

年 月 日まで

（単位：千円）

一般需要部門 指定旧供給区 その他部門 合 計

(7) 域等需要部門 (9) (10)

(8) ＝(7)＋(8)＋(9)

営 業 収 益

(1)

営 業 費 用

(2)

営 業 利 益 又 は 損失

(3)＝(1)－(2)

そ の 他 収 益

(4)

そ の 他 費 用

(5)

当期純利益又は純損失

(6)＝(3)＋(4)－(5)

備考 一般需要部門、指定旧供給区域等需要部門及びその他部門には、次の各号に掲げる事項を

記載すること。

１ 一般需要部門には、ガス事業に係る収益及び費用のうち、指定旧供給区域等小売供給に

係るものを除いた額

２ 指定旧供給区域等需要部門には、ガス事業に係る収益及び費用のうち、指定旧供給区域

等小売供給に係るものの額

３ その他部門には、上記１及び２以外の事業に係る収益及び費用の額



様式第２（第２条、第６条関係）

事業者の定める算定方法一覧表

事 業 者 名

供給地点群名（旧簡易ガスみなしガス小売

事業者のみ記載）

収益・費用の項目 算 定 方 法 算定方法を定める理由



様式第３（第６条関係）

旧簡易ガスみなしガス小売事業者に係る部門別収支計算書

事 業 者 名

供給地点群名

年 月 日から

年 月 日まで

（単位：円）

一般需要部門 指定旧供給 その他部門 合 計

(4) 地点需要部門 (6) (7)

(5) ＝(4)＋(5)＋(6)

収 益

(1)

費 用

(2)

当期純利益又は純損失

(3)＝(1)－(2)

備考 一般需要部門、指定旧供給地点需要部門及びその他部門には、次の各号に掲げる

事項を記載すること。

１ 一般需要部門には、旧簡易ガス事業に係る収益及び費用のうち、指定旧供給地

点小売供給に係るものを除いた額

２ 指定旧供給地点需要部門には、旧簡易ガス事業に係る収益及び費用のうち、指

定旧供給地点小売供給に係るものの額

３ その他部門には、上記１及び２以外の事業に係る収益及び費用の額



附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
改
正
法
附
則
第
一
条
第
五
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行

し
、
同
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
業
務
の
区
分
ご
と
の
収
支
の
整
理
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

（
ガ
ス
事
業
部
門
別
収
支
計
算
規
則
の
廃
止
）

第
二
条

ガ
ス
事
業
部
門
別
収
支
計
算
規
則
（
平
成
十
六
年
経
済
産
業
省
令
第
七
十
七
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

（
旧
一
般
ガ
ス
み
な
し
ガ
ス
小
売
事
業
者
に
係
る
経
過
措
置
）

第
三
条

旧
一
般
ガ
ス
み
な
し
ガ
ス
小
売
事
業
者
（
第
二
条
に
規
定
す
る
旧
一
般
ガ
ス
み
な
し
ガ
ス
小
売
事
業
者
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
（
附
則
第
四
条
第
一
項
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
ま
で
に
終
了

す
る
直
近
の
事
業
年
度
に
係
る
業
務
の
区
分
ご
と
の
収
支
の
整
理
に
つ
い
て
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
ガ
ス
事
業
部

門
別
収
支
計
算
規
則
（
以
下
単
に
「
ガ
ス
事
業
部
門
別
収
支
計
算
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
収
益
及
び
費

用
に
つ
い
て
整
理
し
、
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
に
よ
る
証
明
書
を
取
得
し
、
当
該
業
務
の
区
分
ご
と
の
収
支
の
状
況
を

記
載
し
た
書
類
を
経
済
産
業
大
臣
（
経
過
措
置
政
令
第
五
条
に
規
定
す
る
旧
一
般
ガ
ス
み
な
し
ガ
ス
小
売
事
業
者
に
つ
い
て



は
、
そ
の
指
定
旧
供
給
区
域
等
を
管
轄
す
る
経
済
産
業
局
長
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

経
済
産
業
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
業
務
の
区
分
ご
と
の
収
支
の
整
理
に
つ
い
て
、
ガ
ス
事
業
部
門
別
収
支
計
算
規

則
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
旧
一
般
ガ
ス
み
な
し
ガ
ス
小
売
事
業
者
の
実
情
に
応
じ
た
方
法
並
び
に
大
口
需
要
部
門
に
当
期
純

損
失
が
生
じ
た
旧
一
般
ガ
ス
み
な
し
ガ
ス
小
売
事
業
者
名
及
び
当
該
純
損
失
額
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
旧
簡
易
ガ
ス
み
な
し
ガ
ス
小
売
事
業
者
に
係
る
経
過
措
置
）

第
四
条

旧
簡
易
ガ
ス
み
な
し
ガ
ス
小
売
事
業
者
（
第
六
条
に
規
定
す
る
旧
簡
易
ガ
ス
み
な
し
ガ
ス
小
売
事
業
者
を
い
う
。
以

下
同
じ
）
は
、
施
行
日
の
前
日
ま
で
に
終
了
す
る
直
近
の
事
業
年
度
に
係
る
業
務
の
区
分
ご
と
の
収
支
の
整
理
に
つ
い
て
、

ガ
ス
事
業
部
門
別
収
支
計
算
規
則
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
収
益
及
び
費
用
に
つ
い
て
整
理
し
、
当
該
業
務
の
区
分
ご
と
の
収

支
の
状
況
を
記
載
し
た
書
類
を
そ
の
供
給
地
点
群
を
管
轄
す
る
経
済
産
業
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
経
済
産
業
局
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
業
務
の
区
分
ご
と
の
収
支
の
整
理
に
つ
い
て
、
ガ
ス
事
業
部
門
別
収
支

計
算
規
則
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
旧
簡
易
ガ
ス
み
な
し
ガ
ス
小
売
事
業
者
の
実
情
に
応
じ
た
方
法
並
び
に
特
定
ガ
ス
大
口
需

要
部
門
に
当
期
純
損
失
が
生
じ
た
旧
簡
易
ガ
ス
み
な
し
ガ
ス
小
売
事
業
者
名
及
び
当
該
純
損
失
額
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
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